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納 入 申 告 書 

納 入 書 
宿 泊 税 月 計 表 

特 別 徴 収 義 務 者

特 別 徴 収 義 務 者

所 在 地

宿 泊 施 設 名 称

宿 泊 施 設 所 在 地

施 設 番 号

宿泊税納入申告書及び月計表の提出先・お問い合わせ先

〒980-8671

仙台市青葉区二日町１番１号 北庁舎4階

仙台市 財政局 税務部 市民税企画課 宿泊税担当 宛

T E L ： 022-214-8443（直通）

eLTAX
エ ル タ ッ ク ス

のご利用について

eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用すると、インターネットを経由して宿泊税の電子申告・電子納付・

その他申請や届出をすることができます。

  ◉ PCdesk Next ······ 宿泊税の電子申告、その他申請や届出をすることができます。

  ◉ PCdesk·············· 宿泊税を電子納付することができます。

eLTAX（地方税ポータルシステム）の利用開始や具体的な利用方法等についてはeLTAX

ホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/special/pcdesknext/）をご覧ください。

令和7年度・令和8年度 宿泊税納入申告書の提出及び納入の期限

毎月申告する場合≫

令和8年3月2日（月） 令和8年9月30日（水）

令和8年3月31日（火） 令和8年11月2日（月）

令和8年4月30日（木） 令和8年11月30日（月）

令和8年6月1日（月） 令和9年1月4日（月）

令和8年6月30日（火） 令和9年2月1日（月）

令和8年7月31日（金） 令和9年3月1日（月）

令和8年8月31日（月） 令和9年3月31日（水）

※ 宿泊税納入申告書の記載方法は、「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。 

※ 課税対象の宿泊がない場合（納入すべき宿泊税額が0円の場合）でも納入申告書を提出してください。  

申告と納入のフロー

宿泊税
月計表

宿泊税納入
申告書

① 納入申告書と月計表を作成します。
宿泊税
月計表

宿泊税納入
申告書

封筒

② 納入申告書と月計表を仙台市へ提出します。

POST

取扱金融機関など

≪電子申告を利用しない場合≫

納  入  書

③ 納入申告書の内容をもとに納入書を作成し、取扱金融機関
又は仙台市窓口で納入します。

又は

仙台市

宿泊税
月計表

宿泊税納入
申告書

≪電子申告を利用する場合≫

PC

① PCdesk
ピ ー シ ー デ ス ク

 Next
ネ ク ス ト

 （eLTAX
エ ル タ ッ ク ス

）で
電子申告を行います。

PC

電子申告した内容をもとに納入書を作成のうえ、
取扱金融機関又は仙台市窓口で納入します。

又は

PCdesk
ピ ー シ ー デ ス ク

 （eLTAX
エ ル タ ッ ク ス

）で
電子納付を行います。

※ 電子申告及び電子納付の詳しい内容についてはeLTAX
エ ル タ ッ ク ス

ホームページをご覧ください。

納  入  書 取扱金融機関など

≪申告納入期限の特例を受ける場合≫

令和8年9月30日（水） 令和9年3月31日（水）

令和9年1月4日（月）

※ 令和８年6月～8月宿泊分（令和８年9月３０日（水）申告納入期限分）から申告期限の特例を受けることが

できます。

※ 申告納入期限の特例を受けるには、仙台市へ申請のうえ、承認を受ける必要があります。 特例適用の要
件、申請の時期及び申請方法等については、「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

※ 申告納入期限の特例の適用は3か月単位です。詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

※ 宿泊税納入申告書の記載方法は、「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

※ 課税対象の宿泊がない場合（納入すべき宿泊税額が0円の場合）でも納入申告書を提出してください。

※ 納入書は上表の納期限のものを使用してください。

※ 月計表は任意様式で作成

することもできます。

※ 納入書の記載方法は「宿泊税特別
 徴収事務の手引き」をご覧ください。

※ 納入書を利用する場合、納入書の記載方法は「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

②

令和８年12月～令和９年２月宿泊分

延滞金の計算方法

申告納入期限までに税金を完納されないときは、申告納入期限の翌日から納入の

日までの日数に応じて延滞金が加算されます。延滞金が発生した場合は、後日、延滞

金催告書が送付されますので、それにより納入してください。

①未納の税額に乗ずる延滞金の割合

申告納入期限の翌日から別表の区分による期日までの期間については年７．３％

（延滞金特例基準割合※が年７．３％未満の場合は「延滞金特例基準割合＋１％」）と

なり、この期間を経過した期間の分は年１４．６％（延滞金特例基準割合が年７．３％

未満の場合は「延滞金特例基準割合＋７．３％」）となります。 

※ 延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利（新規短期）の前々年

９月から前年の８月における平均に、１％を加算した割合となります。 

別表

区 分 期 日

申 告 に 係 る 税 額 の 場 合 納期限の翌日から1か月を経過する日

通知書に指定された日の翌日から1か月を経過

する日

②端数処理

計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合にはその全額、2,000円以上

の場合には1,000円未満の端数全額を切り捨てます。

算出された延滞金の額が1,000円未満の場合にはその全額、1,000円以上の

場合には100円未満の端数金額を切り捨てます。

納めるところ（取扱金融機関等） （令和7年11月１日現在）

以下の金融機関又は窓口で納入することができます。なお、コンビニエンスストアでは納入できないため、ご注意ください。

【取扱金融機関】

七十七銀行、仙台銀行、仙台農業協同組合、青森みちのく銀行、秋田銀行、あすか信用組合、岩手銀行、ウリ信用組合、北日本銀行、きらやか銀行、荘内銀行※1、仙南信用金庫、東邦銀行、

東北銀行、東北労働金庫、福島銀行、古川信用組合、北都銀行、北海道銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行、宮城第一信用金庫、杜の都信用金庫、山形銀行  

ゆうちょ銀行（郵便局）※2

※1 荘内銀行については、東京都内は東京支店のみとなります。

※2 東北6県内の店舗のみでの取扱いとなります

【仙台市窓口】

  財政局納税部収納管理課  各区役所・総合支所税務担当課 

延滞金に関するお問い合わせ先

〒980-8671

仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎３階

仙台市 財政局 納税部 収納管理課

T E L ： 022-214-5391（直通）

令 和 ７ 年 度 納 入 分  

（令和８年１月～令和８年２月宿泊分） 
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注）点線で３枚に切り取り、３枚とも同じ内容であることを確認のうえ、３枚一緒に提出してください。

合 計 額
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納期限 令和　 年　 月　 日

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

年 度 科 目区 分 市 区

02280-0-960463
所在地及び氏名又は名称

仙台市会計管理者

令和　　　　年　　　　月分
申 告 区 分申 告 期 間

加 入 者口 座 番 号

市区町村コード

宮城県
仙台市

整 理 番 号

041009
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百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

年 度 科 目区 分 市 区

02280-0-960463
所在地及び氏名又は名称

仙台市会計管理者

令和　　　　年　　　　月分
申 告 区 分申 告 期 間

加 入 者口 座 番 号

市区町村コード

宮城県
仙台市

整 理 番 号

041009
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納期限 令和　 年　 月　 日

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

年 度 科 目区 分 市 区

02280-0-960463
所在地及び氏名又は名称

仙台市会計管理者

令和　　　　年　　　　月分
申 告 区 分申 告 期 間

加 入 者口 座 番 号

市区町村コード

宮城県
仙台市

整 理 番 号

041009

様
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宿 泊 税 領 収 証 書

（納入者保管）

上記のとおり領収しました。

この納入書は、必ず３枚１組
で提出してください。

仙 台 市 指 定 金 融 機 関
仙 台 市 指 定 代 理 金 融 機 関
仙 台 市 収 納 代 理 金 融 機 関
仙台市役所((区)現金出納員)

領
収
日
付
印

口

円

上記のとおり納入します。
（金融機関保管）

日計

宿泊税納入書（原符）

領
収
日
付
印

宿泊税納入済通知書

領
収
日
付
印

指定金融
機 関 名
（取りまとめ店）

㈱七十七銀行
仙台市役所支店

取りまとめ
セ ン タ ー

仙台貯金事務センター
  郵便番号 980-8794

仙 台 市 会 計 管 理 者 あ て
仙 台 市 指 定 金 融 機 関
仙 台 市 指 定 代 理 金 融 機 関
仙 台 市 収 納 代 理 金 融 機 関
仙 台 市 役 所 ( ( 区 ) 現 金 出 納 員 )
上記のとおり通知します。（市町村保管）

（出納機関→　　　　　　　→仙台市会計課→収納管理課）七十七銀行
仙台市役所支店
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◎納めるところ（取扱金融機関等） （令和７年11月１日現在）

　以下の金融機関又は窓口で納入することができます。なお、コンビニエンス
ストアでは納入できないため、ご注意ください。

※1  荘内銀行については、東京都内は東京支店のみとなります。
※2  東北６県内の店舗のみでの取扱いとなります。

【仙台市窓口】　
　 財政局納税部収納管理課、各区役所・総合支所税務担当課

　申告納入期限までに税金を完納されないときは、申告納入期限の翌日から
納入の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。延滞金が発生した場合
は、後日、延滞金催告書が送付されますので、それにより納入してください。

※　延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利（新規
　短期）の前々年９月から前年の８月における平均に、１％を加算
　した割合となります。

②端数処理
　　計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合にはその全額、2,000円
　以上の場合には1,000円未満の端数全額を切り捨てます。
　　算出された延滞金の額が1,000円未満の場合にはその全額、1,000円
　以上の場合には100円未満の端数金額を切り捨てます。

区　　　分 期　　　　日

申告に係る税額の場合

更正･決定による税額の場合 通知書に指定された日の翌日から１か月を
経過する日

納期限の翌日から１か月を経過する日

【取扱金融機関】　
　 七十七銀行、仙台銀行、仙台農業協同組合、青森みちのく銀行、秋田銀行、
　 あすか信用組合、岩手銀行、ウリ信用組合、北日本銀行、きらやか銀行、
　 荘内銀行※1、仙南信用金庫、東邦銀行、東北銀行、東北労働金庫、 
　 福島銀行、古川信用組合、北都銀行、北海道銀行、みずほ銀行、 
　 三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行、宮城第一信用金庫、杜の都信用金庫、
　 山形銀行、ゆうちょ銀行（郵便局）※2

◎延滞金の計算方法

①未納の税額に乗ずる延滞金の割合
　　申告納入期限の翌日から別表の区分による期日までの期間について
　は年7.3％（延滞金特例基準割合※ が年7.3％未満の場合は「延滞金特
　例基準割合＋１％」）となり、この期間を経過した期間の分は年14.6
　％（延滞金特例基準割合が年7.3％未満の場合は「延滞金特例基準割
　合＋7.3％」）となります。

令 和 ８ 年 度 納 入 分  

（令和８年３月～令和９年２月宿泊分） 

宿泊税納入申告書（予備）5枚

宿泊税月計表（予備）5枚

宿泊税領収書・納入書・納入済通知書（予備）5枚

予備を全て使用した場合は、仙台市ホームページに掲載している各様式を印刷のうえ、ご利用ください。

仙台市ホームページ （ https://www.city.sendai.jp/shoze/syukuhakuzei/syukuhakuzei_.html ）

・仙台市勾当台公園地下駐車場・仙台市二日町駐車場のご案内

・各庁舎案内図

https://www.city.sendai.jp/somu-chose/kurashi/machi/kotsu/chushajo/annai/chushajo/index.html

各庁舎の案内図、周辺駐車場は仙台市ホームページをご覧ください。

https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/kurashi/shisetsu/kokyo/shiyakusho/public-office/1312.html


